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１．開会 

２．委員長挨拶 

３．会議 

４．閉会 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

次第３ 会議 

（議長） 

平成２７年度第２回弘前市社会教育委員会議を開会します。 

弘前市社会教育委員会議運営規則の第４条により会議は、在

任委員の半数以上が出席しなければ開くことが出来ないとなっ

ております。本日の出席は９名であり、定足数に達しておりま

すので会議は成立いたします。 

会議録署名委員は、阿部委員と生島委員といたします。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

案件① 図書館・博物館・郷土文学館・旧図書館・相馬ふれ

あい館の指定管理について 

【事務局より社会教育施設の概要を説明】 

（議長） 

説明が終わりました。ご意見を頂く前に事実関係確認したい

ことや、説明の中で聞きそびれた事とかないですか。今回、博

物館は対象外となっております。 

（生島委員） 

 指定管理者選定審議会の答申はどれくらいの縛りがあるの

か、この会議で議論されたことは反映されるのかということを

お聞きしたい。生涯学習課としてこの問題を重く受け止めてい

ると言っているが、どういう形で重く受け止めているのかお聞

きしたいです。 

（生涯学習課長） 



 この答申内容の通りに指定管理者制度導入してくださいと言

った場合に、必ずしも指定管理をしなければならないという訳

ではないのですが、ただ市長から指定管理者制度導入につきま

して、指定管理者選定審議会で諮問いたしまして、教育委員会

全体として重く受け止めています。議会からも時期が重なり質

問が若干ありまして、その時も重く受け止めて導入に向けて検

討を進めていると答弁しました。今回の社会教育委員会議で結

論を出していただきたい訳ではなく、どのようにしたら社会教

育施設が良くなるか意見を伺いたいと思います。 

（議長） 

 ほかに確認したいことはありますか。 

（藤田委員） 

 弘前図書館につきまして、指定管理者制度導入の検討状況の

項目で図書館協議会の意見がありますが、平成２２年３月とあ

り平成２１年度の意見になると思いますが、本年度までの間に

図書館協議会の意見は無いのでしょうか。 

（弘前図書館兼郷土文学館館長補佐） 

 平成２２年度の意見書が出て以来、図書館協議会の会議の中

で指定管理者制度導入は話題にはなりましたが、意見書として

でたのは平成２２年が一番新しいものになります。 

（議長） 

 他に確認がなければ、委員のみなさまの意見をお伺いしたい

と思います。 

（村元委員） 

 指定管理者制度導入は経済的なことだと思う。無駄を排する

とか民間を導入するとかが教育委員会や図書館となじまない感

覚がある。どうして指定管理者制度を導入しなければいけない

のか素朴な疑問を感じる。指定管理者にしなければならないの

か知りたい。 

（生涯学習課長） 

 指定管理者制度導入が望ましいという答申になっているの



で、この答申に基づいて教育委員会としても進めております。 

（村元委員） 

 どのようなメリットがあるのでしょうか。具体的には弘前図

書館ですが、非常になじまないと思う。 

（生涯学習課長） 

 答申には民間のノウハウ活用による市民サービスの向上とあ

りますが、一概に現在の市職員の市民サービスが悪いというこ

とではありませんが、ノウハウ活用した際にサービスの向上、

人件費や経費の節約につながるということです。 

（三上委員） 

 相馬地域のロマントピアも第３セクターで、民間経営をする

ことで企業が努力する、働いている人も努力することで経費の

節減につながる。そういったことで御所温泉やふれあい館でも

そのような考えできていると思います。 

（議長） 

 図書館とか郷土文学館とか個別性がある。社会教育施設一般

ではない。個別に具体的に考えなければならない。 

（生涯学習課長） 

 図書館に関しては専門性が求められる業務があり、全部を指

定管理者にするのではなくて、指定管理者制度導入が効果的な

ものになるために一部を指定管理者にしてはどうかという案が

あります。 

（議長） 

 図書館の場合ですと、藩政期時代からの資料を扱っている２

階で運営している部分は指定管理者にするのではなくて、１階

フロアは図書の選定や学習相談などの専門的な業務も委託する

という説明だったと思いますが、それは間違いないですよね。 

（弘前図書館兼郷土文学館館長補佐） 

今のところ２階の調査室カウンター、古文書関係の業務はし

ない方向性です。 

（議長） 



 図書館一般の本の専門性である図書の選定や学習相談も委託

する範囲に入っているということですよね。 

（弘前図書館兼郷土文学館館長補佐） 

 専門業務を除いて、そうです。 

（藤田委員） 

 専門性を除くということに関してお聞きしたい。職員の配置

が１３名、再任用職員１名のうち司書又は司書補の有資格者は

何名勤務されていますか。 

（弘前図書館兼郷土文学館館長補佐） 

 弘前図書館は正職員、嘱託職員あわせて３名勤務しています。

岩木図書館に１名勤務しています。 

（一條委員） 

 弘前図書館について、２階の古文書関係は専門職を残して、

１階は指定管理者制度導入の方向で動いているということです

が、インターネットニュースの中で、導入当初は話題提供には

なったが、活用されているかといわれるとそうでもない。関東

地方の司書が、夏休み明けにどうしても学校に行きたくなけれ

ば図書館に来てくださいという呼びかけをするということがあ

りました。導入したからインターネットで呼びかけができない

かといえば、そうではないし、個人の能力や気遣いによるもの

だとは思いますが、それが営利を目的とした団体に任せた時に、

このような発信がでてきやすくなるのかと疑問が残ります。私

にとっても２階の専門職は指定管理者制度をしてはいけないと

思っていますが、図書館が子どもだけではなく大人の学習の場

として維持していくのであれば、窓口の対応も民間に営利や経

費削減の目的だけで指定管理に出してしまうよりは、公務員と

しての意地とプライドをもって相手に接する施設であって欲し

いと思う。図書館は指定管理者制度導入には望ましくないと思

います。 

郷土文学館もどんどん企画を出していけるような場になって

ほしいと思います。人を削減して外部に受注というのは公的な



社会教育施設としてあまり望ましくないと思います。もし、ど

うしても指定管理者制度導入するというのであれば、どのくら

い安くなるのかというきちんとした対比を出してほしい。多少

なのであれば、市の他の部分で削減してほしいと言いたくなる

かもしれません。 

（弘前図書館兼郷土文学館館長補佐） 

 指定管理者制度導入する作業に１年くらい時間がかかり、非

常にボリュームのある作業になりますが、指定管理者制度導入

する事業者には、こちらから希望する部分の１つとして司書の

数を潤沢にすることを条件付けていくことを考えています。本

の購入費ですが、本を選ぶ選書作業を進める、予算金額に合わ

せて購入するようにといった縛りを打ち出していき、仕様書が

どのようなスタイルで可能なのか調整していきたいと思いま

す。弘前図書館は１階が一般書物、２階に調査室と分かれてい

るので、指定管理者制度導入後に連携がスムーズにいくのか、

指定管理事業者を募集するにあたっての意思の疎通なりを行政

と事業所で大事なポイントとして詰めていきたいと思います。

来館者にしてみると一般書物を調べつつ郷土関係の資料を合わ

せて調べたりした場合に１階と２階は別々だからといったこと

のないように検討しないといけないと思っています。 

（一條委員） 

 教育に関わるお金が狭められているように感じる。一般市民

としてこれぐらいの経費で買えるということが、市の全体枠で

決められているが、そうではなく市が教育費として担保する、

他の事業をセーブしてでも教育は守るという姿勢になって欲し

いので指定管理者制度導入に賛成できない。指定管理者制度も

何年か後に点検があると思いますが、学習の自由度を一回閉じ

てしまうと、また開くのは大変ですので、ぜひ賢明な慎重な判

断をしていただきたい。弘前市が今まで培ってきた歴史と学問

をきちんと継承していただきたいと一市民として思っていま

す。 



（福島委員） 

 指定管理者制度ですが現在、学習センターなどで導入されて

いますが使用するにあたって制限があることがあるのですが、

図書館や博物館が指定管理者制度導入した際に制限がかかって

くると思う。そのようなときに市民の意見はどうなるのか。民

間委託した業者に全てを任せてしまうのか。 

（議長） 

 利用上の市民の意見、そもそも弘前の社会教育をどうするか

というような幅広く考えられますが。 

（生涯学習課長） 

 現在、弘前で指定管理者制度を導入している施設に関しては

利用者からのアンケートを指定管理者が取りまとめして市に報

告する形をとっております。改善できるところは改善していま

す。 

（福島委員） 

 市民から意見が上がった際に市から要望や指示があるのでし

ょうか。 

（生涯学習課長） 

 話し合いで可能な限り要望を聞いています。 

（福島委員） 

 主体となるのは指定管理者の経営方針の範囲内で行われるの

か。 

（生涯学習課長） 

 そうですね。 

（村元委員） 

 一度、指定管理者制度を導入すると廃止するのは難しいと聞

きますが、何年に１度見直すのか、指定管理者の管理は誰がす

るのか。 

（議長） 

 とりあえず３年とか５年とか年限は検討されていますか。 

（生涯学習課長） 



 基本は５年間で指定管理していました。資料の諮問案件１に

は既に指定管理者制度を導入している施設なのですが、これに

ついても諮問して候補者の選定、指定の期間、選定基準を設け

ています。 

（生島委員） 

 今までのお話を伺っていても図書館に指定管理者制度を導入

することは既定路線のような感じです。私は一條委員と一緒で

弘前図書館に指定管理者制度を導入することはなじまないと思

っています。施設をどうするかでは無く、図書館が弘前市の教

育、戦略の中でどのように位置付けるのかを考えないといけな

い。図書館があるということは市のなかで図書を読んだり触れ

たりする文化を作っていく、その文化の発信地として図書館を

作っていかないといけないのではないか、だから弘前市は文化

かおる街だという、これからその文化を作っていく人を育てて

いく拠点が民間に委ねられるということは、ずれた話だと思い

ます。市の教育の図書館という拠点として学校図書館の支援を

していかなければならないのではないかという議論も出てきて

います。東奥日報の一面にも載りましたが、学校司書の配置率

が一方では１００％なのに青森県では断トツの０％。これは青

森県としての意向ではなくて弘前市がどう配置していくか、予

算をどのように作っていくかという問題。子どもの笑顔あふれ

る街という市の政策を出しているなかで、地域の中で子どもを

支える、その支える大人を作ることを考えた時に図書館がどの

ように学校とも連携しながらやっていく戦略を作っていくこと

が必要なのではないか。行政間の連携を図書館がしていくこと

で住民サービスを作っていけるのではないか。それが民間委託

になると、教育政策の中では大きな右腕を失うことになると思

っています。郷土文学館に関しても、図書館から郷土文学館に

行く導線が作られることを検討したうえで、指定管理者制度を

導入するかしないかを検討しないといけないと思います。 

（佐藤委員） 



 社会教育施設は非常に大きな役割。同じ社会教育でもスポー

ツや交流センターの場合と文化的な社会教育施設の場合、運営

上差異があると感じます。本日の話し合いにある施設は職員自

体を研究・研修して、あるものを代々伝えていく、あるいは市

民に公開していく立場にある社会施設が多いと思います。現在

のレベル以上の集団・組織が育ってきてそこに指定管理者制度

を導入することは、経済効果の意味であると思いますが、これ

らの教育性をもった社会施設の場合は必要であれば一部委託し

ながら、組織・ＮＰＯを育て上げていき同レベルになった段階

で指定管理者制度を導入することが、教育的施設には妥当なの

ではないか。前年度と同じであれば低下でしかない。前年度の

１・２倍の企画・運営を行うという意識改革。これは評価制度

ができた所以であり評価制度は組織の人材を育成する。行政の

方々は指定管理者制度を導入することは自分たちの存在意義を

否定され、危機管理をもつ。さらに企画・ＰＲを発信して市民

の利用増加を図ることが必要だと思います。 

（藤田委員） 

 先ほどの生島委員の学都弘前としての教育をどう考えるのか

という発言に同感しておりまして、最初から図書館に関しての

質問をしているのですが、図書館を中心とした弘前の教育理

念・ビジョンをどうもっていくのか、当初からの議論が広く行

われないと後でしまったということでは既に遅いのではない

か。校長会を代表して一つ申し上げますと、貸出し者約１２万

４千人に含まれない数だと思いますが、小学校ではある学年に

なりますと、図書館の利用指導で弘前市立図書館に来て蔵書の

扱い方やマナー、移動図書館はと笛号、蔵書の電動書庫を見て

子どもたちは感動する。それから図書館のおじさんはなぜエプ

ロンをしているのとの質問に、自分の服が汚れるのを防ぐため

ではなく、本を傷つけないためと説明される方がいました。あ

る意味教育の根幹部分を成すキャリア教育で、将来私はこうい

うお兄さんになりたいと思ってくれる子どもが一人でもいれば



大変素晴らしいと思う。教育の根幹と関わっている大変重要な

施設と思い感謝しています。弘前の教育の一環として弘前図書

館の存在価値を大きなところから理念やビジョンとしてとらえ

て欲しいと思います。 

（阿部委員） 

 小学校の図書館は学校の先生が図書業務しているだけで、司

書の役割は果たしていないと聞きました。全ての小学校がそう

ではないと思いますが、学校図書が始まりで本に興味を持つと

思います。公共の施設である弘前図書館の司書は重大な役割を

背負っているので、ぜひその部分を充実させたいと思います。

弘前の教育の根源であると思いますが、一人ひとりが心で感じ

たりするものであって、実際に図書館に来る人は市民や個人な

ので、楽しさがあったり感動があったりおもしろさがあれば図

書館ほど素晴らしい所はない。たとえば一冊の本を手に取り、

市の方に色々話を聞いて読んで感動する、それこそ学ぶ楽しさ

を知ることに繋がる場だと思いますが、その部分がしっかりと

できるような施設になればいいと、そのためには専門性の高い

民間やＮＰＯが指定管理業者になったときに、楽しい場、入り

やすい場になるのであれば、それもまた一つの手かなと思いま

す。一概に指定管理者制度導入がだめということではないと感

じます。 

（議長） 

 全体で採決をするとかではないので、各委員のご意見を参考

にしていただければと思います。図書館と郷土文学館は条件が

違うと思います。初めに方向性ありきではなくて、踏みとどま

って議論して検討していただきたい。北海道北広島市図書館は

全国的にも話題で、司書は嘱託職員が多い。図書館の利用はも

ちろん、ボランティア活動も多く読み聞かせや図書の返却など

している。ボランティア交流も意識的に行っていて注目されて

いたが、現在指定管理者制度導入しサービス向上した面もある

が、住民の学習活動などにはマイナスの評価があるような気が



します。指定管理者制度導入後、うまくいっているところだけ

でなく、まずいところの例も出てきているので、そういったこ

とも踏まえて検討を進めていただけたらと思います。 

（生島委員） 

 文化財になっている旧弘前市立図書館について、指定管理者

制度を導入して受け皿になる団体・組織が作られているかが問

題。施設の管理運営だけではなく、文化財を理解する風土・人

を育てていくことが、社会教育事業全体の課題をより強くして

いく必要があると思います。ただ旧弘前市立図書館の建物自体

が維持・存続できたのは官民共同で支えてきた背景がある。民

間で作られたものを市に払い下げられ、市で維持してきたもの

を民間に払い下げられ、民間に払い下げたものをまた市で使わ

れている歴史的背景を追ったところで、次のステップに行く意

味付けがされていくと、経費削減だけではない施設運営の在り

方が出せるのではないかと感じました。 

（議長） 

 弘前図書館を委託するとき、どれくらいの経費で委託するの

か。 

（弘前図書館兼郷土文学館館長補佐） 

 検討中です。職員の人員等検討しなければならない。 

（議長） 

 あえて問題提起すると、今は非常勤嘱託職員の方が年休や福

利厚生、賞与や給与が上がるのかといった労働条件全体を考え

たときに、民間委託すると職員の人数は同じだけど、切り下げ

られる、休みを取りにくくなるといった労働条件の中身まで考

える。経費削減となると人件費削減が一番先にくる。その結果

働く人にとっても働きにくく、利用する市民にも悪い影響がで

るのではないか。数字には出ないところなので検討していただ

きたい。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

（議長） 



 それでは、（４）その他について事務局からお願いします。 

（生涯学習課長） 

貴重なご意見ありがとうございました。６月に教育委員と社

会教育委員の第１回懇談会を開催しました。次は年明けに第２

回を開催したいと思います。 

【以下、次回の開催内容の確認】 

（議長） 

本日の会議はこれで終了いたします。ご協力ありがとうござ

いました。 

（司会） 

これをもちまして平成２７年度第２回弘前市社会教育委員会

議を閉会いたします。本日は大変お疲れ様でした。 
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